
沿岸広域振興局長告示第39号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第20条第１項の規定に基づき、道路と防潮堤との兼用工作物の管理の方法について次のとおり

協議が成立した。 

  平成31年３月26日 

                沿岸広域振興局長 石 川 義 晃  

１ 道路の種類及び路線名 一般県道吉里吉里釜石線 

２ 道路の位置 釜石市片岸町第10地割74番29地先から75番７地先まで 

３ 防潮堤の管理者の氏名及び住所 

(１) 氏名 海岸管理者 釜石市長 野田武則 

(２) 住所 釜石市只越町三丁目９番13号 

４ 防潮堤の管理者が行う道路の管理の内容 

(１) 道路専用施設（別紙図面に表示した部分をいう。以下同じ。）以外の部分の新設、改築、維持又は修繕 

(２) 原則として道路専用施設以外の部分の災害復旧 

５ 管理の期間 平成31年３月６日から当該兼用工作物の存続する日まで 

備考 「別紙図面」は、省略し、沿岸広域振興局土木部に備えておいて縦覧に供する。 
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